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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年７月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２２年１１月２５日 ０７時１２分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港第１区大江岸壁付近 

 新居浜港東防波堤灯台から真方位１７１°１,１５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５８.２′ 東経１３３°１６.１′） 

事故調査の経過 平成２２年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 第五近
きん

祥
しょう

丸、１９９トン 

 １３４０７７、有限会社朝日海運、有限会社藤脇運輸 

 ４９.７１ｍ×７.８０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６２５kＷ、平成５年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 三級海技士（航海） 

  免  許  年  月  日 昭和４６年１２月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２７年５月１５日 

機関長 男性 ６９歳 

 三級海技士（機関） 

  免  許  年  月  日 昭和４８年１月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月２８日 

  免状有効期間満了日 平成２６年９月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に凹損、岸壁の防衝材取付部に亀裂 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、空船で、右舷錨を投じて

錨鎖を約１００ｍ延出し、船首を北方に向けた姿勢として新居浜港第１区

西原岸壁に船尾着けで係留していたところ、港内移動をするため、船長

が、操舵室で操船に当たり、主機をアイドリング運転として舵を中央位置

とし、右舷の錨鎖を巻き揚げながら離岸した。 

船長は、錨鎖を約１０ｍ巻き揚げたとき、行きあしを抑制するため、後

進操作を行ったが後進に入らなかった。 

 機関長は、船長からクラッチが後進に入らないことを聞き、機関室で遠

隔操縦位置を機関室に切り替えて後進操作を行ったが後進に入らず、自ら

の判断で前進操作を行ったところ、前進に入った。 
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機関長は、手動で後進操作を試すこととし、逆転機の手動操作ハンドル

を力を込めて後進側に倒したところ一旦は後進となるものの、ハンドルか

ら手を離すと前進に戻り、前進状態を変えることができなくなったが、こ

のことを船長に報告しなかった。 

船長は、船橋で、前進の状態であることを承知していたが、右舷錨を投

じているので、ほどなく船体が停止するだろうと思い、主機を危急停止し

なかった。本船は、右方に回頭しながら前進を続け、平成２２年１１月

２５日０７時１２分ごろ、約２ノットの速力で、船首部が西原岸壁対岸の

大江岸壁６番バースにほぼ直角に衝突した。 

本船は、本事故後、制御シリンダの後進側シリンダ内と大気との間及び

前進側と中立側のシリンダ間のガスケットが破損して空気が漏れ、常時、

前進側に空気圧が加わり、機側で手動操作しても前進に戻る状態となって

いたことが判明した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

海象：平穏 

 その他の事項  本事故発生場所周辺は、水深が約３.５ｍ及び底質が泥であった。 

 本船の逆転機は、空気圧式の遠隔操縦装置により船橋及び機関室で操縦

でき、逆転機付属の操作ハンドルにより機側で手動操作が可能であった。 

本船の逆転機は、圧縮空気により前進、中立及び後進を切り替える空気

圧式の制御シリンダによりクラッチ作動油を制御する機構であった。 

船長は、機関長に逆転機の状況について報告を求めず、指示もしなかっ

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、新居浜港において離岸作業中、逆転機

の制御シリンダが故障し、逆転機が操作不能と

なって主機が前進状態となったが、船長が主機を

危急停止せずに作業を続けたことから、岸壁に衝

突したものと考えられる。 

本船は、右舷から錨鎖を約９０ｍ延出した状況

で、右方に回頭しながら航行したものと考えられ

る。 

船長及び機関長は、それぞれ船橋及び機関室に

いたが、情報の交換を行っていなかったことは本

事故の発生に関与した可能性があるものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、新居浜港において離岸作業中、逆転機の制御シリン

ダが故障し、逆転機が操作不能となって主機が前進状態となったが、船長

が主機を危急停止せずに作業を続けたため、岸壁に衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故の再発防止に役立つ事項として次のことが考えられる。 

・空気圧による制御装置の制御シリンダの保守点検を行うこと 

・通常から船内のコミュニケーションを図り、必要な報告を求めること 

・操船不能となった場合を想定し、機側操作などの訓練を実施すること 
 




